
原子力損害賠償制度の概要

○法目的：損害賠償に関する基本的制度を定め、もって被害者の保護を図るとともに原子力事業の健全な発達に資すること

○ 原子炉の運転等により生じた原子力損害は、原子力事業者が賠償責任を負う｡ (無過失責任、責任集中、無限責任)

○原子力事業者には、損害賠償措置（民間責任保険契約及び政府補償契約の締結等）を義務付け。

【原子力損害の賠償に関する法律（昭和３６年法律第１４７号）】

民間責任保険契約 政府補償契約

地震、噴火、津波等一般的な事故

原子力事業者（無過失責任・責任集中）

損害額

被 害 者

賠償

賠償措置額

1,200億円

原子力損害の範囲等の判定指針

和解の仲介（ＡＤＲ）

原子力損害賠償
紛争審査会

原賠法第１６条

原賠法第１８条

異常に巨大な天災地変、
社会的動乱

政府

措置

原賠法第１７条

原賠法第１０条

原賠法第３条第１項ただし書
具体化

必要と認めるときは政府の援助

原子力損害賠償・廃炉等支援機構による資金援助（注）

（注）対象事業者
・実用発電用原子炉に係る原子炉等規制法第43条の３の５第１項の許可（発電用原子炉設置の許可）
を受けた者
・実用再処理施設に係る原子炉等規制法第44条第１項の指定（再処理事業の指定）を受けた者

（原子力事業者の相互扶助による支援スキーム）

原子力事業者による負担（無限責任） 事業者の免責

原賠法第８条

原賠法第７条

政府の援助

被災者の救助及び被害の拡
大の防止のため必要な措置
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